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令和 4 年度 第 10 回 東区自治協議会 議事概要 

開催日時 令和 5 年 2 月 22 日（水）午後 3時から午後 3時 45 分 

会場 中地区公民館 ホール 

出席者 【委員】 

大川委員、佐藤（純）委員、中川委員、伊藤委員、長谷川（徳）委員、 

吉田（佶）委員、佐藤（清）委員、近藤委員、菊谷委員、月岡委員、野村委員、 

貝津委員、小林委員、後藤委員、佐藤（恵）委員、樋口委員、関塚委員、長谷部委員、

行田委員、鈴木委員、津野委員、長谷川（瑞）委員、吉田（香）委員、田宮委員、 

土田委員  計２５名 

〔欠席：関根委員、川上委員、大澤委員、田中委員、山田委員〕 

【事務局】 

（区役所） 

石井区長、大竹副区長（総務課長）、澤田地域課長、金子区民生活課長、 

星野健康福祉課長、皆川保護課長、桑原建設課長、佐々木石山出張所長、 

池田中地区公民館主任、高橋石山図書館長、古井丸東区教育支援センター所長、 

地域課職員 
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（区 長） 
 皆様、お疲れ様でございます。定刻となりましたので、ただいまより始めさせていただき

ます。 
 改めまして、区長の石井でございます。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 
 まず新型コロナウイルス感染症ですが、今月に入り、陽性患者も徐々に落ち着いてきたと

いう状況でございます。冬期間に入る前は、インフルエンザの同時流行で医療機関への負担

があるのではないかと心配をしておりましたが、同時流行は新潟県内、新潟市内においては

起こらなかったと考えております。 
 しかし、全国的に見ますと、北陸の中でも石川県でインフルエンザ警報が出ています。ま

た富山も注意報と、まだ予断を許さない状況でございますので、引き続き感染予防を含めて

気をつけていただきますようよろしくお願いいたします。 
 また、マイナンバーカードでございますが、政府の方針では、今月末までにマイナンバー

カードを申請すればマイナポイントが 2 万円分付与されるということで、区役所の窓口もか

なり混んでいる状況でございます。今月末に向けての駆け込み申請という状況でございます

が、マイナポイントの申請は 5 月末までに延長されるということです。特に 3 月に入ります

と窓口も混むという状況が発生します。予約をしていただければポイントももらえるように

申請できるということですので、よろしくお願いいたします。 
 また、今月初めに実施いたしました東区の市民劇団「座・未来」の公演でございますが、

東区プラザのホールが天井改修工事をやっているということもあり、今年度は江南区の文化

会館で上演いたしました。例年好評でありますが、今回も大好評でございました。中には、

市民劇団ファンと思われますが、青森から来てこの公演を観劇したという方もいらっしゃい

ました。来年以降もしっかりと進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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2.自治協議

会関連事項 

(1) 各 部 会

報告 

 

・第 1部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新年度予算の審議ということで 2 月議会が始まりました。来年度の予算の中では、「特色

ある区づくり事業」、「産業のまち東区まちづくり・ひとづくりプロジェクト」をはじめとい

たしまして、新規事業を九つ提案しております。今後も魅力あふれる東区のまちづくりをし

っかりと進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
 本日は、よろしくお願いいたします。 
 

（事務局：高橋地域課長補佐） 
 引き続き、議事に入ります前に事務局から報告と確認をさせていただきます。本日は、関

根委員、川上委員、大澤委員、田中委員、山田委員から欠席のご連絡をいただいております

が、出席者数が新潟市区自治協議会条例第 9 条 2 項の規定に達しておりますので、本会議は

成立しております。 
 本日は渡辺惇夫県議会議員が傍聴に見えておられますので、ご報告いたします。 
 また、報道関係者から取材の申し出があった場合は許可してよろしいでしょうか。 
 
 （「異議なし」の声） 
 
 それでは、そのようにさせていただきます。 
 なお、会議中は新型コロナウイルス感染予防のため、ご発言の際もマスクの着用をお願い

いたします。 
 ここで資料の確認をさせていただきます。本日の資料は次第と資料 1－1 から資料 1－4 と

なりまして、最後にその他参考資料となります。全ての資料は机上配付となっておりますの

で、ご確認をお願いいたします。資料に不足がございましたら、お知らせください。 
 それでは、後藤会長より議事進行をお願いいたします。 
 

（後藤会長） 
 皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。 
 それでは、議事を進行したいと思います。はじめに、「2．自治協議会関連事項（1）各部会

報告」です。市民協働部門の第 1 部会から報告をお願いします。 
 

（月岡委員） 
 第 1 部会の月岡です。第 1 部会の第 10 回会議が、2 月 10 日（金）に行われました。 
 1．令和 4 年度自治協議会提案事業について 

①区民向け、自治会、町内会のＰＲにつながる回覧板の作成について、校了原稿（完成

版）について確認したのち、作成部数や配布等について事務局より説明がありまし

た。 
②役員向け運営事例集の作成について、第 2 校正の原稿について意見交換を行いまし

た。また、そののち、作成部数や配布方法等について、事務局より説明がありました。

主な意見として、配布対象を考慮し、字の大きさ、色、フォントを読みやすいように

するべきだと思うという意見がありました。 
 2．区自治協議会提案事業事業評価書（案）について、事務局より内容について説明があ
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り、次回の部会で修正したものを再度確認することになりました。 
 3．第 8 期自治協議会振り返り資料（区民アンケートの実施）について、事務局より各部

会での意見交換の結果について、情報共有がありました。 
 なお、回覧板については、とても立派にできました。自治会の内容、どういうことをやっ

ているか、市からの提案事業についてなど事例がいろいろ出ておりますので、各自治会に配

布したら大変参考になるのではないかと思います。 
 次回は、令和 5 年 3 月 10 日（金）、午前 10 時より行います。 
 

（後藤会長） 
 ただいまの報告について、何かご意見やご質問はありますでしょうか。大川委員、何かご

ざいますか。 
 

（大川委員） 
 この回覧板も運営事例集も完成をとても楽しみにしておりまして、ぜひデータ化して、東

区ホームページ掲載したり、それこそインスタグラムなどで、よりたくさん配布できるよう

な工夫もしていただきたいと思います。 
 

（月岡委員） 
 そのことについて、多くの方が希望するのでしたら、業者と交渉次第でもう少し配布とい

う、無料でなくてお金をいただいて配布をする方法もあるのではないかと思います。運営事

例集には、区役所の補助金申請など皆さんが知らないようなこともすべて書いてあり、非常

に役に立ちます。うちの自治会はお金を出してもいいからほしいというような意見が出まし

たので、皆さんの自治会でもそういうお声があると思います。出来映えを見てから決めてい

ただければよろしいかと思います。 
 部数の希望数も大変多く、予算が 100 万円以内では収まらないので、2 部会、3 部会から

少しずつ協力していただいて作成しました。 
 

（後藤会長） 
 次に第 3 部会からも、土田委員何かございますか。 
 

（土田委員） 
 できあがったものを見させていただいたのですが、回覧板に関しましては、暗いニュース

が続く中でだいぶ明るい色調で、気分が上がるようなものだったという印象があります。そ

れと回覧板、運営事例集ともに全自治会に行き渡るということでしょうか。それとも希望す

るところだけになるのでしょうか。お聞かせください。 
 

（月岡委員） 
 一応希望するところに配布するということになっております。希望枚数を皆さんの自治会

に出していただいてありますが、希望枚数 30 枚でしたら 10 枚とか、5 枚とか少なくなるか

もしれません。大体平均的に行き渡るようにしておりますので、よろしくお願いします。 
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・第 2部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土田委員） 
 ありがとうございます。役員向けの運営事例集というものはやはり、より多くの役員に読

んでいただきたいと思いますので、希望されなくても読んでいただきたいと思います。あり

がとうございます。 
 

（事務局：松本企画担当係長） 
 事務局から補足をさせていただきます。区民向けの回覧板につきましては、各町内会に必

要部数をお聞きしたうえ、必要数すべてをご準備できる方向で作る予定になっております。 
 役員向け事例集につきましては、希望ではなくてすべての自治会、町内会に複数部送付す

るような形で準備を進めているところです。 
 

（後藤会長） 
 次に、福祉教育文化部門の第 2 部会から報告をお願いします。本日は、部会長及び副部会

長が欠席となっておりますので、事務局よりお願いします。 
 

（事務局：松本企画担当係長） 
 それでは、事務局からご報告いたします。資料 1－2、第 2 部会会議概要録をご覧くださ

い。開催概要については、記載のとおりとなります。会議内容については、二つになります。 
 1．区自治協議会提案事業事業評価書（案）についてです。事務局より、内容について説明

があり、次回の部会で修正したものを再度確認することとしました。 
主な意見としましては、自治協議会の啓発活動をきっかけに区社会福祉協議会に複

数の立ち上げ相談や支援相談が寄せられるなど、これまで子ども食堂がなかった地域

の機運の高まりが見られるので、評価欄にそのような視点の記載を追加してはどうか

という意見を頂きました。 
 2．第 8 期自治協議会振り返り資料（区民アンケートの実施）について、事前に提出した

第 2 部会の意見を取りまとめた結果及び他部会での意見交換の結果について、事務局

より情報共有がありました。 
主な意見としては、 
・アンケートで区民のニーズが見えるようになることを期待するが、結果から何を

考察し、事業にどのように反映活用をしていくかが大切だと思う 
・設問や選択肢の設計には、専門家の知見が必要ではないか 
・区役所の施策への提言や建議を主目的とするのか、自治協議会提案事業への反映

を主目的とするのかにより設問のニュアンスが変わるのではないか 
という意見がありました。 

 次回は、3 月 14 日（金）午後 2 時 30 分から、東区プラザ音楽練習室 2 で開催予定です。 
 

（後藤会長） 
 ただいまの報告について、何かご意見やご質問はありますでしょうか。佐藤純一委員、何

かございますか。 
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（佐藤（純）委員） 

 先般のこども食堂フェアについて、機運を高めるのに大分効果があったということで、

私自身こども食堂についてハードルが高い印象があったのですが、引き続き啓発活動を

行っていき、私自身も活動について説明できるようになっていきたいと思います。 

 

（事務局） 
 ありがとうございます。今後も、何かしら関わっていけるようにしていきたいとは思って

います。こちらの意見につきましては、次回の 2 部会で共有をさせていただきます。ありが

とうございました。 
 

（後藤会長） 
 では、もうお一方。佐藤清委員、何かございますか。 
 
（佐藤（清）委員） 
 第 2 部会については、特にないです。先ほどの第 1 部会に戻りますが、まずは第 1 部会の

回覧板ＰＲの作成についてご努力されたことについて、まず敬意を表したいと思います。つ

いでにというと悪い言い方ですが、いわゆる自治会の活動とともに今、コミュニティ協議会

の活動も似たような状況が見られると、私個人的には見ております。 
 お聞きするところによりますと、東区では各コミュニティ協議会の会長会議等々が開かれ

ているという話を聞いております。役員となりますと、どうしても高齢化や次期後継者など

いろいろなところでそれぞれ問題が出てくると思いますが、私たちはなかなか会長会議の内

容を細かいところまで知ることができない現実があり、その辺も含めまして会議の運営の執

り方について、例えば会長会議のほかに、場合によっては会長、副会長、事務局長会議なり

という形でそれぞれのコミュニティ協議会の役員が顔を合わせるような機会というものが、

そのときの議題とともにあってもいいのではないだろうかという気がしております。 
 それと同時に、参加した会長以外の役職の方についても、それぞれ地域の意見を聞くこと

もできるし、ときには分科会等があれば各地域の各コミュニティ協議会の様子も知ることも

できます。次期の後継ということも含めながら副会長なり事務局なり、年に１回か２回くら

いは各コミュニティ協議会の役員全員を集めた全員参加集会のようなところで、何年間か経

ちますとやはり薄くなってくる記憶の中で、今一度コミュニティ協議会の意義なり役割等も

含めて、改めてコミュニティ協議会への重要性というものを知らせるための勉強会も含めま

して、もう一つ今後よりよく進めるためには何か検討事項があってもいいのではないかと思

います。第 1 部会がせっかくいいものを作って町内会の活性化ということのご提案をいただ

きましたので、話題が戻って申し訳ないのですが、そんなことを感じたところでございます。

少し的外れな意見で申し訳ないですが、機会がありましたらご検討いただければと思ってお

ります。大変失礼いたしました。 
 

（事務局：松本企画担当係長） 
 ありがとうございました。2 部会というよりは事務局にということで、ただいまのご意見

については承ったということで、本日コミュニティ協議会の担当がおりませんので、その辺
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をまた共有させていただきながら、どういうことができるか少し考えさせていただければと

思います。ありがとうございました。 
 

（後藤会長） 
 次に、産業・環境部門の第 3 部会から報告をお願いいたします。 
 

（菊谷委員） 
 第 3 部会の菊谷です。よろしくお願いします。2 月 9 日（木）に、第 10 回の 3 部会を行

いました。出席者は、ご覧のとおりです。 
会議内容は、 
1．令和 4 年度自治協議会の提案事業について、 
（1）地域向けキッチンカー誘致マニュアルの作成についての案が説明されました。そ

れについて、検討いたしました。主な意見として、キッチンカーの飲食店営業許可

の確認方法について、マニュアルの中にも記載したほうが良いのではないかとい

うご意見がありました。 
  （2）インスタグラムを活用した公園や子育て施設の遊び方発信について 

「新潟市東区・家族でお出かけ写真投稿キャンペーン」を行いまして、1 月 31 日

で締め切りました。現在は商品の発送も終了しております。 
2．区自治協議会提案事業の事業評価書（案）についてです。事務局から内容について説明

があり、記載内容について問題がないことを確認いたしました。 
3．8 期振り返り資料（区民アンケートの実施）について、事務局から各部会での意見交換

の結果について、それぞれ情報共有をいたしました。 
4．生活交通改善プランについてですが、事務局から前期計画の計画期間延長についての

説明がございました。令和 4 年度で終わる予定だったのですが、それが令和 5 年度に

延びたという説明でした。 
 次回は 3 月 9 日（木）午前 10 時から開催します。 
 

（後藤会長） 
 ただいまの報告について、何かご意見やご質問はありますでしょうか。第 1 部会の関塚委

員、何かございますか。 
 
（関塚委員） 
 第 1 部会の関塚です。キッチンカーの事業には参加しなかったので、あまり私もかかわり

がなかったのですが、大成功であったということなのでとても良かったと思います。 
 
（後藤会長） 
 津野委員、何かございますでしょうか。 
 
（津野委員） 
 第 2 部会の津野です。インスタグラムを活用した公園や子育て施設の遊び方発信について
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・広報紙 
編集部会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のキャンペーンの結果についてのご報告、説明があったということですが、具体的にどうい

った公園だとか、遊び方みたいなもの投稿されたのかというようなことをお聞かせいただけ

たらありがたいと思います。 
 
（菊谷委員） 
 私は、数だけ確認させていただいているのですが、実際の内容については事務局からご説

明いただきたいと思います。 
 
（事務局：松本企画担当係長） 
 事務局から説明します。寺山公園での子どもとの写真や動画というものが多かったのです

が、投稿していただいた人数としては 13 人、件数としては複数投稿もありましたが、16 件

という結果でした。次回の全体会にでもこういう形でしたと出せるものについては対応をし

たいと思いますが、もしよろしければ市のホームページで見ていただくことも可能ですの

で、そちらからご覧いただければと思います。 
 
（津野委員） 
 ありがとうございました。冬場のキャンペーンということだったので、投稿数も少し少な

かったのかなと思ったのですが、せっかくの機会でしたので、また時期をずらしてこういっ

たキャンペーンなどを行うといいのではないかと思いました。ありがとうございました。 
 
（後藤会長） 
 次に、広報部会から報告をお願いいたします。 
 

（中川委員） 
 広報紙編集部会です。お願いします。 
 開催概要については記載のとおりでございます。 
 会議内容につきましては、自治協かわらばん第 28 号ですが、これは令和 5 年 3 月 5 日発

行の初校について、確認をいたしました。その中で、区だよりの 1 面に掲載してもらえるか

もしれないという話が突然降ってきて、そうであるならば、我々がこれまで考えていたレイ

アウトと一部変えたほうがアピールできるのではないかという意見がありました。 
 それから、文字が多くて小さいので、各部会の振り返り記事の総括になるようなサブタイ

トルを入れたら目がいくかもという意見と、全体が四角い枠の中に入ってレイアウトされて

いるのですが、もう少し自由な形といいますか、もう少し目立つようなレイアウトがいいの

ではないかというような意見が出ました。これは、校正のスケジュールもあるので、事務局

にお願いをして、可能であればそういう変更をしていただきたいということでございます。 
 令和 5 年度の自治協議会かわらばんの発行についてですが、令和 4 年度と同様、発行回数

は年 3 回、発行方法は東区だより欄の 1 面分を活用する方針を確認して終了いたしました。 
（後藤会長） 
 ただいまの報告について、何かご意見やご質問はありますでしょうか。 
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3.報告事項 
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4.その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（行田委員） 
 意見というか、お願いです。前回の部会の最後に、かわらばんに掲載するというので全員

で写真を撮るということがありました。突然聞かされて、私を含めて 2 人ほど、床屋に行っ

ておけば良かったと話していました。心の準備やいろいろな準備ができていなかった。これ

で、もし 1 面にアップになるとやばいと今、少し焦っております。 
 

（後藤会長） 
 そのほかにご意見ありますでしょうか。 
 それでは、次に移りたいと思います。続きまして、「3．報告事項（1）東区区ビジョンまち

づくり計画（素案）に対する市民意見募集結果（案）について」、澤田地域課長より報告をお

願いします。 
 
（地域課長） 
 地域課の澤田です。参考資料、そしてお配りしております東区区ビジョンまちづくり計画

（素案）に対する市民意見募集結果について（案）をご覧ください。こちらは、区ビジョン

まちづくり計画素案に対するパブリックコメントの結果を公表する際の案となります。意見

募集期間、広報手段は記載のとおりです。 
 意見の提出状況についてです。意見提出者は 1 名で、意見数は 1 件でした。ご意見の内容

につきましては、裏面をご覧ください。ご意見の概要として、区ビジョンまちづくり計画素

案内容に異存なしというものでした。このため、市の考え方としては計画に基づき施策を推

進していくこととし、素案の修正はなしということになります。 
 表面に戻っていただきまして、次に結果の公表日についてです。現在日付けが入っており

ませんが、3 月中旬に 8 区一斉に公表する予定で準備を進めております。結果の公表場所は、

市ホームページのほか市役所本館の市政情報室、各区役所、各出張所、中央図書館です。問

い合わせ先は記載のとおりです。 
 なお、区ビジョンまちづくり計画の完成施設が 3 月中を予定しておりまして、区民の皆様

には概要版を各世帯全戸配布する予定で準備を進めておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 

（後藤会長） 
 ただいまの説明に対して、ご意見やご質問はありますでしょうか。 
 続きまして、「4．その他」について、東区教育支援センターよりお願いします。 
 
（教育支援センター所長） 
 教育支援センター所長の古井丸です。先月開催いたしました教育ミーティングでは、貴重

なご意見をたくさんいただきありがとうございました。時間の都合で十分に意見をお聞きす

ることができませんでしたが、アンケートにもたくさんの意見を記入していただきました。

今後の施策に活かすことができるよう、特別支援教育課と学校支援課にすべて伝えておきま

した。ありがとうございました。 
 本日、お手元に配付させていただいた資料は、少し前のことになりますが、6 月の自治協
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5.事務連絡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議会で教育委員会の事業説明の際にいただいた意見についての、教育委員会各課からの回答

です。教育ミーティングの前に配付し、当日の説明を聞いていただきたかったところですが、

来年度の予算化に向けての見通しや、実際の対応状況を反映した資料を配付したいという教

育委員会総務課の意向もありまして、本日の配付となりました。 
 内容につきましては、6 月時点で東区から出していただいたご意見だけではなく、他区で

出された意見についても回答を併せて掲載しております。 
 下線が引いてある箇所につきましては、新年度の事業として対応が決まっているものにな

るそうです。新潟市の学校教育に関する最新の動向について、ご理解をいただくための資料

として配付させていただきました。ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
 
（後藤会長） 
 続きまして、事務局よりお願いします。 
 

（事務局：松本企画担当係長） 
 続きまして、事務局よりご紹介です。参考資料としてお配りしておりますカラー刷りの「産

業のまち東区」のいま・むかし・これからをご覧ください。令和 4 年 8 月の全体会のときに

皆様に「産業のまち東区探策Ｅマップ」をお配りしておりますが、それを作成したキガタヤ・

プロジェクトで、今週の日曜日にワークショップを開催するということです。こちらは、ご

紹介となります。 
 
（後藤会長） 
 最後に事務連絡です。事務局からお願いします。 
 

（事務局：松本企画担当係長） 
 それでは、事務連絡をさせていただきます。次回の全体会議は、3 月 23 日木曜日となりま

す。会場につきましては、ここの会場ではなく、次回より東区プラザホールに戻りますので、

お間違えのないようお願いいたします。 
 また、当日は委員の皆様と中原市長との懇談会が予定されております。昨年は、3 月の全

体会後に市長との懇談会がありましたが、今年は全体会前となっております。このため、全

体会の開始時刻が午後 1 時からとなります。午後 1 時から 2 時までが市長と自治協議会委員

との懇談会、2 時からが全体会となりますので、お間違えのないようお願いいたします。 
 次に、第 1 部会です。第 1 部会は 3 月 10 日（金）午前 10 時から東区プラザ音楽練習室

2、第 2 部会は 3 月 14 日（火）午後 2 時 30 分から東区プラザ音楽練習室 2、第 3 部会は 3
月 9 日（木）午前 10 時から東区プラザ音楽練習室 2 で、それぞれ開催いたします。 
 
（後藤会長） 
 これで、予定されていた議題はすべて終わりました。会全体を通して、皆様から何かご発

言はございませんか。この機会に何かお知らせしておきたいことなどはございませんでしょ

うか。 
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6.閉会 
 
 
 

（田宮委員） 
 公募委員の田宮です。私から、宣伝を一つお願いしたいと思います。事前配付資料の中に、

「おたまち学習会のご案内」というＡ４縦型のちらしが入っていると思いますが、学習会の

テーマが、「地域で今できること、これからできることを考える」、サブタイトルが「～認知

症でも安心して暮らせる地域を目指して～」という学習会を開催したいと思います。主催は、

おたがいさまのまちづくり実行委員会と書いてありますが、2018 年に東区内の地域住民と

医療福祉の専門職で構成された、35 名くらいの実行委員のある団体です。日時が、3 月 24
日（金）9 時半から 12 時となっております。場所は、東区の卸新町のＮＯＣプラザのホール

となります。 
 プログラムは、東警察署の生活安全課の方より地域の実情についてお話いただいたあと、

包括支援センター木戸・大形の職員から 1 名、また牡丹山小学校のコミュニティ協議会エリ

アの自治会長 2 名に事例報告を行っていただきます。そのあと、意見交換会を予定していま

す。定員 100 名となっておりますので、もしご興味ある方がいらっしゃればお申し込みとお

問い合わせ先を記載してあります。私が所属する亀田郷芦沼会がこの団体の事務局を務めて

おりますので、この電話番号までご連絡いただければありがたいと思っております。よろし

くお願いします。 
 
（後藤会長） 
 そのほかにございませんでしょうか。 
 それでは、以上をもちまして、令和 4 年度第 10 回東区自治協議会を閉会します。お疲れ

様でした。 
 

傍聴者 0 名 

報道機関 0 社 


